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(57)【要約】
【課題】起立直後の安定性を高めることによりその後の
各種作業の作業性を向上させることが可能なユニット建
屋を提供すること。
【解決手段】　天井と、上記天井に対向・配置された床
と、上記天井と床との間の四方の内の三方に折り畳み可
能に配置された側壁と、を具備してなるユニット建屋で
あり、上記天井と床との間の３方に設けられた側壁によ
って上記ユニット建屋を起立させた状態での安定性を高
めることができ、その後の各種作業の作業性を向上させ
ることができるもの。
【選択図】図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
天井と、上記天井に対向・配置された床と、上記天井と床との間の４方の内の３方に折り
畳み可能に配置された側壁と、を具備してなるユニット建屋。
【請求項２】
請求項１記載のユニット建屋において、
　上記４方の内の第１の方にはその全面に側壁が折り畳み可能に配置され、上記第１の方
に対向する第２の方はその全面が開口されていて、上記第１の方と第２の方に直交する第
３の方と第４の方であって上記第２の方に寄った側には側壁が折り畳み可能にそれぞれ配
置され、残りの側は開口されていることを特徴とするユニット建屋。
【請求項３】
請求項１又は請求項２記載のユニット建屋において、
　上記側壁は高さ方向において上部側壁と下部側壁に二分されていて、これら上部側壁と
下部側壁は側壁ヒンジ機構を介して折り畳み可能に連結されていることを特徴とするユニ
ット建屋。
【請求項４】
請求項３記載のユニット建屋において、
　上記側壁ヒンジ機構は、上記上部側壁の端部と下部側壁の端部にそれぞれ設けられた係
合凹部と、上記それぞれの係合凹部にその両端の係合凸部を係合させた状態で設けられた
連結部材と、から構成されていることを特徴とするユニット建屋。
【請求項５】
請求項３又は請求項４記載のユニット建屋において、
　上記上部側壁は上記天井に対してヒンジ機構を介して回動可能に連結されているととも
に、上記下部側壁は上記床に対してヒンジ機構を介して回動可能に連結されていることを
特徴とするユニット建屋。
【請求項６】
請求項５記載のユニット建屋において、
　上記ヒンジ機構は上記天井又は上記床に設けられた係合凹部と、この係合凹部に係合さ
れ上記上部側壁又は上記下部側壁の端部に設けられた係合凸部とから構成されていること
を特徴とするユニット建屋。
【請求項７】
請求項２記載のユニット建屋において、
　上記開口には各種建具や家具が着脱可能に嵌合・固定されることを特徴とするユニット
建屋。
【請求項８】
請求項２記載のユニット建屋において、
　上記開口を介して別のユニット建屋と着脱可能に連結可能であることを特徴とするユニ
ット建屋。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニット建屋に係り、特に、４方の内の３方に折り畳み可能な側壁を配置す
ることにより、起立時における建屋の安定性を高め、それによって、起立させて建屋を構
築する作業、折り畳んで建屋を撤去する作業の容易化を図ることができるように工夫した
ものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　折り畳み可能なユニット建屋の構成を開示するものとして、例えば、特許文献１、特許
文献２がある。以下、これら特許文献１、特許文献２に記載されている折り畳み可能なユ
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ニット建屋の概略の構成を説明する。
【０００３】
　まず、特許文献１に記載されているユニット建屋は概略次のような構成をなしている。
まず、直方体形状をなすユニット建屋において、対向・配置されている一対の側壁（長辺
側の一対の側壁）を上下に二分してヒンジを介して折り畳み可能に構成している。又、残
りの一対の側壁（短辺側の一対の側壁）に関しては開口部とし、起立させた後に別途用意
された各種建具を取り付けるように構成されている。
【０００４】
　上記構成によると、まず、ユニット建屋を組み立てる場合には、折り畳まれている一対
の側壁をヒンジを介して起立させる。次に、開口部となっている残りの一対の側壁箇所に
、別途用意されている各種建具を取り付ける。それによって、ユニット建屋を完成させる
ものである。
　又、組み立てられているユニット建屋を撤去する場合には、まず、一対の側壁箇所に取
り付けられている建具を撤去する。次に、起立されている一対の側壁をヒンジを介して折
り畳む。
【０００５】
　次に、特許文献２に記載されているユニット建屋は概略次のような構成をなしている。
まず、直方体形状をなすユニット建屋において、対向・配置されている一対の側壁（長辺
側の一対の側壁）の内一方を上下に二分してヒンジを介して折り畳み可能に構成している
。又、他方の側壁については下端を切り離し可能に構成している。又、残りの一対の側壁
（短辺側の一対の側壁）に関しては開口部とし、起立させた後に別途用意された各種建具
を取り付けるように構成されている。
【０００６】
　上記構成によると、まず、ユニット建屋を組み立てる場合には、折り畳まれている一対
の側壁の内一方をヒンジを介して起立させる。次に、他方の側壁を起立させてその下端を
固定する。次に、開口部となっている残りの一対の側壁箇所に、別途用意されている各種
建具を取り付ける。それによって、ユニット建屋を完成させるものである。
　又、組み立てられているユニット建屋を撤去する場合には、まず、一対の側壁箇所に取
り付けられている建具を撤去する。次に、起立されている一対の側壁の内一方をヒンジを
介して折り畳むとともに他方の側壁の下端を切り離して折り畳む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１９３５７５号公報
【特許文献２】特開平６－２６１０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記従来の構成によると次のような問題があった。
　すなわち、特許文献１に記載されているユニット建屋も、特許文献２に記載されている
ユニット建屋の場合にも、折り畳み可能に配置されているのは、対向・配置された一対の
側壁だけであり、残りの一対の側壁に関しては、起立後に取り付けられる各種建具によっ
て構成されることになる。つまり、ユニット建屋を起立させた状態では、一対の側壁のみ
が構成されているだけであり、その為、安定性に欠け、その後の各種作業の作業性が悪い
という問題があった。
【０００９】
　本発明はこのような点に基づいてなされたものでその目的とするところは、起立直後の
安定性を高めることによりその後の各種作業の作業性を向上させることが可能なユニット
建屋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　上記目的を達成するべく本願発明の請求項１によるユニット建屋は、天井と、上記天井
に対向・配置された床と、上記天井と床との間の４方の内の３方に折り畳み可能に配置さ
れた側壁と、を具備したことを特徴とするものである。
　また、請求項２によるユニット建屋は、請求項１記載のユニット建屋において、上記４
方の内の第１の方にはその全面に側壁が折り畳み可能に配置され、上記第１の方に対向す
る第２の方はその全面が開口されていて、上記第１の方と第２の方に直交する第３の方と
第４の方であって上記第２の方に寄った側には側壁が折り畳み可能にそれぞれ配置され、
残りの側は開口されていることを特徴とするものである。
　また、請求項３によるユニット建屋は、請求項１又は請求項２記載のユニット建屋にお
いて、上記側壁は高さ方向において上部側壁と下部側壁に二分されていて、これら上部側
壁と下部側壁は側壁ヒンジ機構を介して折り畳み可能に連結されていることを特徴とする
ものである。
　また、請求項４によるユニット建屋は、請求項３記載のユニット建屋において、上記側
壁ヒンジ機構は、上記上部側壁の端部と下部側壁の端部にそれぞれ設けられた係合凹部と
、上記それぞれの係合凹部にその両端の係合凸部を係合させた状態で設けられた連結部材
と、から構成されていることを特徴とするものである。
　また、請求項５によるユニット建屋は、請求項３又は請求項４記載のユニット建屋にお
いて、上記上部側壁は上記天井に対してヒンジ機構を介して回動可能に連結されていると
ともに、上記下部側壁は上記床に対してヒンジ機構を介して回動可能に連結されているこ
とを特徴とするものである。
　また、請求項６によるユニット建屋は、請求項５記載のユニット建屋において、上記ヒ
ンジ機構は上記天井又は上記床に設けられた係合凹部と、この係合凹部に係合され上記上
部側壁又は上記下部側壁の端部に設けられた係合凸部とから構成されていることを特徴と
するものである。
　また、請求項７によるユニット建屋は、請求項２記載のユニット建屋において、上記開
口には各種建具や家具が着脱可能に嵌合・固定されることを特徴とするものである。
　また、請求項８によるユニット建屋は、請求項２記載のユニット建屋において、上記開
口を介して別のユニット建屋と着脱可能に連結されることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　以上述べたように本願発明の請求項１によるユニット建屋によると、天井と、上記天井
に対向・配置された床と、上記天井と床との間の４方の内の３方に折り畳み可能に配置さ
れた側壁と、を具備した構成になっているので、起立直後には４方の内の３方に側壁が自
動的に構築されることになり、よって、安定性が高くその後の各種作業の作業性を向上さ
せることができる。
　また、請求項２によるユニット建屋によると、請求項１記載のユニット建屋において、
上記４方の内の第１の方にはその全面に側壁が折り畳み可能に配置され、上記第１の方に
対向する第２の方はその全面が開口されていて、上記第１の方と第２の方に直交する第３
の方と第４の方であって上記第２の方に寄った側には側壁が折り畳み可能にそれぞれ配置
され、残りの側は開口されているため、上記第１の方の側壁が折り畳まれる際に必要な空
間を上記第３の方と第４の方の開口部によって確保することができるとともに、上記第２
の方によって上記第３の方の側壁及び上記第４の方の側壁が折り畳まれる際に必要な空間
を確保することができる。
　また、請求項３によるユニット建屋によると、請求項１又は請求項２記載のユニット建
屋において、上記側壁は高さ方向において上部側壁と下部側壁に二分されていて、これら
上部側壁と下部側壁は側壁ヒンジ機構を介して折り畳み可能に連結されているため、上記
側壁が折り畳まれる際に必要な空間を小さくすることができる。
　また、請求項４によるユニット建屋によると、請求項３記載のユニット建屋において、
上記側壁ヒンジ機構は、上記上部側壁の端部と下部側壁の端部にそれぞれ設けられた係合
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凹部と、上記それぞれの係合凹部にその両端の係合凸部を係合させた状態で設けられた連
結部材と、から構成されているため、単純な構成により上記側壁の折り畳み機構を実現で
きる。
　また、請求項５によるユニット建屋は、請求項３又は請求項４記載のユニット建屋にお
いて、上記上部側壁は上記天井に対してヒンジ機構を介して回動可能に連結されていると
ともに、上記下部側壁は上記床に対してヒンジ機構を介して回動可能に連結されているた
め、上記上部側壁や上記下部側壁を上記天井や上記床に対して平行な方向に倒すことがで
き、これにより上記ユニット建屋１をコンパクトに折り畳むことができる。
　また、請求項６によるユニット建屋は、請求項５記載のユニット建屋において、上記ヒ
ンジ機構は上記天井又は上記床に設けられた係合凹部と、この係合凹部に係合され上記上
部側壁又は上記下部側壁の端部に設けられた係合凸部とから構成されているため、単純な
構成により上記ヒンジ機構を構成することができる。
　また、請求項７によるユニット建屋によると、請求項２記載のユニット建屋において、
上記開口には各種建具や家具が着脱可能に嵌合・固定されるため、上記ユニット建屋を様
々な目的に用いることができる。
　また、請求項８によるユニット建屋によると、請求項２記載のユニット建屋において、
上記開口を介して別のユニット建屋と着脱可能に連結されるため、複数の上記ユニット建
屋を組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の平面図で
ある。
【図２】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の底面図で
ある。
【図３】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の正面図で
ある。
【図４】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の背面図で
ある。
【図５】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の左側面図
である。
【図６】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の右面図で
ある。
【図７】本発明の一実施の形態を示す図で、図５におけるＶＩＩ－ＶＩＩ断面図である。
【図８】本発明の一実施の形態を示す図で、図３におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面図であ
る。
【図９】本発明の一実施の形態を示す図で、図７におけるＩＸ部の拡大図である。
【図１０】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の天井
及び床に用いられている枠材の端面図である。
【図１１】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の枠材ど
うしを直交させて接続するブラケットを示す斜視図である。
【図１２】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋の枠材ど
うしを直交させて接続するブラケットにＴ字ナットとボルトを取付けた状態を示す斜視図
である。
【図１３】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の天井
及び床に用いられている枠材の斜視図である。
【図１４】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の天井
及び床に用いられている枠材の斜視図である。
【図１５】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の天井
及び床に用いられている枠材の斜視図である。
【図１６】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の天井
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及び床に用いられている枠材の斜視図である。
【図１７】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の側壁
に用いられている枠材の端面図である。
【図１８】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の側壁
に用いられ、ヒンジ機構の一部を構成する枠材の端面図である。
【図１９】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の側壁
に用いられ、ヒンジ機構の一部を構成する連結部材としてのチャンネルキャップの端面図
である。
【図２０】本発明の一実施の形態を示す図で、図７におけるＸＸ部の拡大図である。
【図２１】本発明の一実施の形態を示す図で、図７におけるＸＸＩ部の拡大図である。
【図２２】本発明の一実施の形態を示す図で、図８におけるＸＸＩＩ部の拡大図である。
【図２３】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋を起立さ
せた状態を示す斜視図であり、端部カバーを取り付けた状態を示すものである。
【図２４】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋を折り畳
んだ状態を示す斜視図であり、端部カバーを取り付けた状態を示すものである。
【図２５】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋を起立さ
せた状態を示す斜視図であり、理解を容易にするために端部カバーを取り外した状態を示
すものである。
【図２６】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋を折り畳
んだ状態を示す斜視図であり、理解を容易にするために端部カバーを取り外した状態を示
すものである。
【図２７】本発明の一実施の形態を示す図で、図２５におけるＸＸＶＩＩ部の拡大図であ
る。
【図２８】本発明の一実施の形態を示す図で、図２６におけるＸＸＶＩＩＩ部の拡大図で
ある。
【図２９】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の設置
作業の様子を順次示す図である。
【図３０】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の折り
畳みの様子を順次示す正面図である。
【図３１】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態におけるユニット建屋の折り
畳みの様子を順次示す左側面図である。
【図３２】本発明の一実施の形態を示す図で、図３２（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置されるフレームユニットを示す正面図、図３２（ｂ）は本実施の
形態におけるユニット建屋の開口部に設置されるフレームユニットを示す側面図である。
【図３３】本発明の一実施の形態を示す図で、図３３（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋のフレームユニットの端部にパッキンを取り付けた状態を示す断面図、図３３（
ｂ）は本実施の形態におけるユニット建屋の開口部にパッキンを取り付けたフレームユニ
ットを設置した状態を示す断面図である。
【図３４】本発明の一実施の形態を示す図で、図３４（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される全面ガラスユニットを示す正面図、図３４（ｂ）は本実施
の形態におけるユニット建屋の開口部に設置される全面ガラスユニットを示す側面図であ
る。
【図３５】本発明の一実施の形態を示す図で、図３５（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される全面ガラス引戸ユニットを示す正面図、図３５（ｂ）は本
実施の形態におけるユニット建屋の開口部に設置される全面ガラス引戸ユニットを示す側
面図である。
【図３６】本発明の一実施の形態を示す図で、図３６（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される回転窓ユニットを示す正面図、図３６（ｂ）は本実施の形
態におけるユニット建屋の開口部に設置される回転窓ユニットを示す側面図である。
【図３７】本発明の一実施の形態を示す図で、図３７（ａ）は本実施の形態におけるユニ
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ット建屋の開口部に設置される両引き窓ユニットを示す正面図、図３７（ｂ）は本実施の
形態におけるユニット建屋の開口部に設置される両引き窓ユニットを示す側面図である。
【図３８】本発明の一実施の形態を示す図で、図３８（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される突き出し窓ユニットを示す正面図、図３８（ｂ）は本実施
の形態におけるユニット建屋の開口部に設置される突き出し窓ユニットを示す側面図であ
る。
【図３９】本発明の一実施の形態を示す図で、図３９（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される開きドアユニットを示す正面図、図３９（ｂ）は本実施の
形態におけるユニット建屋の開口部に設置される開きドアユニットを示す側面図である。
【図４０】本発明の一実施の形態を示す図で、図４０（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される片引きドアユニットを示す正面図、図４０（ｂ）は本実施
の形態におけるユニット建屋の開口部に設置される片引きドアユニットを示す側面図であ
る。
【図４１】本発明の一実施の形態を示す図で、図４１（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置される収納ユニットを示す正面図、図４１（ｂ）は本実施の形態
におけるユニット建屋の開口部に設置される収納ユニットを示す側面図、図４１（ｃ）は
図４１（ａ）におけるＸＬＩｃ－ＸＬＩｃ断面図である。
【図４２】本発明の一実施の形態を示す図で、図４２（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の開口部に設置されるバスユニットを示す正面図、図４２（ｂ）は本実施の形態
におけるユニット建屋の開口部に設置されるバスユニットを示す側面図、図４２（ｃ）は
本実施の形態におけるユニット建屋の開口部に設置されるバスユニットを示す背面図、図
４２（ｄ）は図４２（ａ）におけるＸＬＩＩｄ－ＸＬＩＩｄ断面図である。
【図４３】本発明の一実施の形態を示す図で、図４３（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の組み合わせを模式的に示す図、図４３（ｂ）は本実施の形態におけるユニット
建屋を組み合わせた状態を示す斜視図である。
【図４４】本発明の一実施の形態を示す図で、本実施の形態によるユニット建屋を組み合
わせた場合における、ユニット建屋同士の開口部の接続部分を示す断面図である。
【図４５】本発明の一実施の形態を示す図で、図４５（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の組み合わせを模式的に示す図、図４５（ｂ）は本実施の形態におけるユニット
建屋を組み合わせた状態を示す斜視図である。
【図４６】本発明の一実施の形態を示す図で、図４６（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の組み合わせを模式的に示す図、図４６（ｂ）は本実施の形態におけるユニット
建屋を組み合わせた状態を示す斜視図である。
【図４７】本発明の一実施の形態を示す図で、図４７（ａ）は本実施の形態におけるユニ
ット建屋の組み合わせを模式的に示す図、図４７（ｂ）は本実施の形態におけるユニット
建屋を組み合わせた状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図１～図４７を参照しながら、本発明の一実施の形態について説明する。
　まず、本実施の形態によるユニット建屋１は、図１～図８に示すように、天井３と、こ
の天井３に対向・配置された床５と、上記天井３と上記床５との間の４方のうちの３方に
配置された側壁７、９、１１とから構成されている。
【００１４】
　まず、上記天井３の構成について説明する。
　上記天井３は、図１や、図３～図９に示すように、枠材１３、１５、１７、１９とパネ
ル２１、２３とから構成されている。上記枠材１３、１５、１７、１９は長方形状に組み
合わされており、上記枠材１３、１５が長方形の短辺の位置に配置され、上記枠材１７、
１９が長方形の長辺の位置に配置されている。また、上記パネル２１は上記天井３の表側
（上記ユニット建屋１の外側、図７中上側）に配置されており、上記パネル２３は上記天
井３の裏側（上記ユニット建屋１の内側、図７中下側）に配置されている。
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【００１５】
　上記枠材１３、１５、１７、１９は図１０に示すような端面形状を成しており、本実施
の形態では、アルミの押出成型によって製造される。上記枠材１３、１５、１７、１９に
は、中空の略正方形状の端面形状を成す枠材本体２５がある。この枠材本体２５の角部の
一つ（図１０中右上の角部）には長さ方向（図１０中紙面垂直方向）に延長された軸受部
２７が形成されている。この軸受部２７には円弧状の凹部２９が形成されている。また、
上記枠材本体２５の図１０中右側の側面には、長さ方向（図１０中紙面垂直方向）に延長
されたＴ型溝３１が形成されている。
【００１６】
　また、上記枠材本体２５の上記Ｔ型溝３１が形成された側面の両端には、長さ方向（図
１０中紙面垂直方向）に延長されたパネル固定部３３、３５が突出・形成されている。上
記パネル固定部３３の先端側（図１０中右側）にはパネル固定用切欠部３７が形成されて
いる。また、上記パネル固定部３５の先端側（図１０中右側）にはパネル固定用切欠部３
９が形成されている。上記パネル固定用切欠部３７の底面には波状の凹凸が形成されてい
る。また、上記パネル固定用切欠部３９の底面にも同様に波型の凹凸が形成されている。
　また、上記枠材本体２５の内側にはボルト螺合部４１、４１が突出・形成されている。
図１０に示すように、上記ボルト螺合部４１の内周面には凹凸が形成されている。この凹
凸形状により、後述するボルトは上記凹凸形状の内の凸部分のみに螺合されるため、後述
するボルトが上記ボルト螺合部４１に螺合される際の抵抗を少なくすることができる。ま
た、その分だけ、上記ボルト螺合部４１の内周面側における掛り代（後述するボルトの雄
ネジ部が上記ボルト螺合部４１に食い込む部分）を大きく確保することができる。
【００１７】
　上記天井３は、図１に示すように、上記枠材１９の両端に上記枠材１３、１５の一方の
端部（図１中上側の端部）を当接させ、上記枠材１７の両端に上記枠材１３、１５の他方
の端部（図１中下側の端部）を当接させて、長方形状に組み合わされている。上記枠材１
９と上記枠材１３、１５との接続、上記枠材１７と上記枠材１３、１５との接続は、図１
１、図１２に示すようなブラケット４３によって行われる。このブラケット４３には、図
１１に示すように、互いに直交する当接面４５、４７が備えられているとともに、この当
接面４５、４７には貫通孔４９、５１が穿孔されている。また、上記当接面４５、４７の
裏側（図１１中紙面垂直方向手前側）には凹部５３が形成されている。
【００１８】
　そして、図１２に示すように、上記ブラケット４３の貫通孔４９、５１にはボルト５５
、５７が通され、これらボルト５５、５７はＴ字ナット５９、６１に螺合されることにな
る。このとき、上記ボルト５５（５７）は、その頭部が上記凹部５３内に収納された状態
となっている。
【００１９】
　ここで、例えば、上記Ｔ字ナット５９を上記枠材１３のＴ型溝３１に内装し、上記Ｔ字
ナット６１を上記枠材１９のＴ型溝３１に内装し、上記ブラケット４３の当接面４５を上
記枠材１３に当接させ、且つ、上記ブラケット４３の当接面４７を上記枠材１９に当接さ
せた状態とし、上記ボルト５５、５７を上記Ｔ字ナット５９、６１に螺合させて締め付け
ると、図９に示すように、上記枠材１３と枠材１９とを接続することができる。
　また、上記枠材１９と上記枠材１５との接続、上記枠材１７と上記枠材１３との接続、
上記枠材１７と上記枠材１５との接続についても、同様にして行われる。
【００２０】
　また、図１、図１３に示すように、上記枠材１３の上記枠材１７との連結部においては
、上記枠材１３のパネル固定部３５及びパネル固定部３３の一部（パネル固定用切欠部３
７やパネル固定用切欠部３９が形成されている部分）が切り欠かれており、切欠部６３が
形成されている。
　また、図１、図１４に示すように、上記枠材１７の上記枠材１３側の端部側（図１４中
左下側）は、上記枠材本体２５の図１４中左側の面、上記枠材本体２５の図１４中上側の
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面、上記枠材本体２５の図１４中下側の面、軸受部２７、パネル固定部３３、及び、パネ
ル固定部３５が除去されており、枠材本体２５のＴ型溝３１が形成された面、及び、ボル
ト螺合部４１、４１が上記枠材１３のパネル固定部３３、３５間に挿入されるようになっ
ている。そして、上記枠材１３の枠材本体２５と上記枠材１７の枠材本体２５とが当接し
て配置されており、上記ブラケット４３、上記Ｔ型ナット５９、６１、及び、上記ボルト
５５、５７によって上記枠材１３と枠材１７とを接続できるようになっている。
【００２１】
　また、図１、図１３に示すように、上記枠材１３の上記枠材１９との連結部においては
、上記枠材１３のパネル固定部３５及びパネル固定部３３の一部（パネル固定用切欠部３
７やパネル固定用切欠部３９が形成されている部分）が切り欠かれており、切欠部６５が
形成されている。
　また、図１、図１５に示すように、上記枠材１９の上記枠材１３側の端部側（図１５中
右上側）は、上記枠材本体２５の図１５中左側の面、上記枠材本体２５の図１５中上側の
面、上記枠材本体２５の図１５中下側の面、軸受部２７、パネル固定部３３、及び、パネ
ル固定部３５が除去されており、枠材本体２５のＴ型溝３１が形成された面、及び、ボル
ト螺合部４１、４１が上記枠材１３のパネル固定部３３、３５間に挿入されるようになっ
ている。そして、上記枠材１３の枠材本体２５と上記枠材１９の枠材本体２５とが当接し
て配置されており、上記ブラケット４３、上記Ｔ型ナット５９、６１、及び、上記ボルト
５５、５７によって上記枠材１３と枠材１９とを接続できるようになっている。
【００２２】
　また、図１、図１４に示すように、上記枠材１７の上記枠材１５との連結部においては
、上記枠材１７のパネル固定部３５及びパネル固定部３３の一部（パネル固定用切欠部３
７やパネル固定用切欠部３９が形成されている部分）が切り欠かれており、切欠部６７が
形成されている。
　また、図１、図１６に示すように、上記枠材１５の上記枠材１７側の端部側（図１６中
左下側）は、上記枠材本体２５の図１６中左側の面、上記枠材本体２５の図１６中上側の
面、上記枠材本体２５の図１６中下側の面、軸受部２７、パネル固定部３３、及び、パネ
ル固定部３５が除去されており、枠材本体２５のＴ型溝３１が形成された面、及び、ボル
ト螺合部４１、４１が上記枠材１７のパネル固定部３３、３５間に挿入されるようになっ
ている。そして、上記枠材１５の枠材本体２５と上記枠材１７の枠材本体２５とが当接し
て配置されており、上記ブラケット４３、上記Ｔ型ナット５９、６１、及び、上記ボルト
５５、５７によって上記枠材１５と枠材１７とを接続できるようになっている。
【００２３】
　また、図１、図１５に示すように、上記枠材１９の上記枠材１５との連結部においては
、上記枠材１９のパネル固定部３５及びパネル固定部３３の一部（パネル固定用切欠部３
７やパネル固定用切欠部３９が形成されている部分）が切り欠かれており、切欠部６９が
形成されている。
　また、図１、図１６に示すように、上記枠材１５の上記枠材１９側の端部側（図１６中
右上側）は、上記枠材本体２５の図１６中左側の面、上記枠材本体２５の図１６中上側の
面、上記枠材本体２５の図１６中下側の面、軸受部２７、パネル固定部３３、及び、パネ
ル固定部３５が除去されており、枠材本体２５のＴ型溝３１が形成された面、及び、ボル
ト螺合部４１、４１が上記枠材１９のパネル固定部３３、３５間に挿入されるようになっ
ている。そして、上記枠材１５の枠材本体２５と上記枠材１９の枠材本体２５とが当接し
て配置されており、上記ブラケット４３、上記Ｔ型ナット５９、６１、及び、上記ボルト
５５、５７によって上記枠材１５と枠材１９とを接続できるようになっている。
【００２４】
　また、図１３に示すように、枠材１３には、その全長にわたって、軸受部２７が形成さ
れている。
　また、図１４に示すように、枠材１７の図１４中左下側半分の部分は、軸受部２７の一
部が切り欠かれており、凹部２９の一部が残されている。上記枠材１７の図１４中右上側
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半分の部分には、軸受部２７の全てが形成されている。
　また、図１５に示すように、枠材１９の図１５中右上側半分の部分は、軸受部２７の一
部が切り欠かれており、凹部２９の一部が残されている。上記枠材１９の図１５中左下側
半分の部分には、軸受部２７の全てが形成されている。
　また、図１６に示すように、枠材１５は、その全長にわたって、軸受部２７の一部が切
り欠かれており、凹部２９の一部が残されている。
【００２５】
　上記枠材１３、１５、１７、１９のパネル固定部３５のパネル固定用切欠部３９には、
既に述べたパネル２１が接着・固定されている。また、上記枠材１３、１５、１７、１９
のパネル固定部３３のパネル固定用切欠部３７には、既に述べたパネル２３が接着・固定
されている。上記パネル２１、２３は、本実施の形態の場合は、アルミ製の板材からなる
。上記パネル２１、２３の接着・固定に用いる接着剤は、上記パネル固定用切欠部３７、
３９の波側の凹凸の凹部内に入り込み上記パネル２１、２３を強固に固定している。これ
は、上記接着剤が上記波型の凹凸の凹部に入り込むこと、及び、上記波型の凹凸により上
記接着剤と上記パネル固定部３３、３５との接触面積が大きくなることによるものである
。
　また、上記パネル２１とパネル２３との間の空間には、例えば、図７に示すように、発
泡材７１が充填されている。この発泡材７１は、本実施の形態においては発泡ウレタンで
ある。
　以上が、天井３の構成についての説明である。
【００２６】
　次に、床５の構成について説明する。
　この床５も、図２に示すように、前述した天井３と同様の構成となっており、図中同一
部分には同一符号を付してその説明を省略する。
　また、床５は天井３と同じ構成になっているが上下が逆向きになっている。それは、図
７に示すように、天井３は各軸受２７を下向きの状態で位置させる必要があるのに対して
、床５は各軸受２７を上向きの状態で位置させる必要があるからである。
　なお、本実施の形態におけるユニット建屋１の底面図は、図１の平面図と同じである。
　以上が、床５の構成についての説明である。
【００２７】
　次に、側壁７の構成について説明する。
　側壁７は、図３～図７に示すように、上部側壁７３と、下部側壁７５とから構成されて
いる。上記上部側壁７３は、既に述べた天井３に回動可能に接続されているとともに、上
記下部側壁７５にも回動可能に接続されている。上記下部側壁７５は、既に述べた床５に
回動可能に接続されているとともに、上記上部側壁７３にも回動可能に接続されている。
【００２８】
　上記上部側壁７３は、図７に示すように、枠材７７と枠材７９を対向させて配置し、表
側（図７中左側）にパネル８１を貼り付け、裏側（図７中右側）にパネル８３を貼り付け
、上記枠材７７、７９と上記パネル８１、８３に囲まれた空間内に発泡材８５を充填させ
ることによって構成されている。
　上記枠材７７は、図１７に示すように、略Ｕ字型の端面形状を成しており、本実施の形
態では、アルミの押出成型によって製造される。上記枠材７７の図１７中右下側の角部に
は、接続ピン８７が突出・形成されている。この接続ピン８７は、上記枠材７７の全長に
わたって延長・形成されている。
　上記接続ピン８７は、既に述べた天井３の枠材１３の軸受部２７の凹部２９に回転可能
に嵌合される。これら接続ピン８７と軸受部２７により、ヒンジ機構８８構成している。
　また、上記枠材７７の先端側（図１７中上側）の幅方向（図１７中左右方向）両側には
、パネル固定用切欠部８９、９１が設けられている。上記パネル固定用切欠部８９の底面
や、上記パネル固定用切欠部９１の底面には、それぞれ、波型の凹凸が形成されている。
　また、上記枠材７７の略Ｕ字型の底部には、ボルト螺合部９３が突出・形成されている
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。
【００２９】
　また、上記枠材７９は、図１８に示すように、２つの略Ｕ字型の端面形状を成す部材の
底部どうしを合わせた状態で一体としたような形状を成しており、本実施の形態では、ア
ルミの押出成型によって製造される。上記枠材７９の図１８中右下側には、軸受部９５が
設けられている。この軸受部９５には、円弧状の凹部９７が形成されている。上記軸受部
９５は、上記枠材７９の全長にわたって延長・形成されている。
　また、上記枠材７９の図１８中右上側には、ストッパ９９が設けられている。このスト
ッパ９９は、上記枠材７９の図１８中右上側の端部が下側に向けて突出されることで形成
されている。
　また、上記枠材７９の、図１８中左側の上下方向両端側には、パネル固定用切欠部１０
１、１０３が設けられている。上記パネル固定用切欠部１０１の底面や、上記パネル固定
用切欠部１０３の底面には、それぞれ、波型の凹凸が形成されている。
　また、上記枠材７９の、上記パネル用切欠部１０１、１０３が設けられた側の内側には
、ボルト螺合部１０５が突出・形成されている。
【００３０】
　また、前述したように、上部側壁７３は、図７に示すように、枠材７７と枠材７９を対
向させて配置し、表側（図７中左側）にパネル８１を貼り付け、裏側（図７中右側）にパ
ネル８３を貼り付けて構成されている。上記パネル８１は、上記枠材７７のパネル固定用
切欠部８９に接着・固定されるとともに、上記枠材７９のパネル固定用切欠部１０１に接
着・固定されている。一方、上記パネル８３は、上記枠材７７のパネル固定用切欠部９１
に接着・固定されるとともに、上記枠材７９のパネル固定用切欠部１０３に接着・固定さ
れている。上記パネル８１、８３は、本実施の形態の場合、アルミ製の板により構成され
ている。
　また、前述したように、上記枠材７７、７９、パネル８１、８３間の空間には、発泡材
８５が充填されている。本実施の形態の場合、この発泡材８５は、既に述べた発泡材７１
と同じく、発泡ウレタンである。
【００３１】
　また、下部側壁７５も、上部側壁７３と同様の構成を成しているものであり、図中同一
部分に張同一符号を付して示しその説明を省略する。
【００３２】
　上記上部側壁７３と上記下部側壁７５とは、例えば、図７に示すように、連結部材とし
てのチャンネルキャップ１０７を介して、互いに回動可能に接続されている。
　上記チャンネルキャップ１０７は、図１９に示すように、略Ｕ字型の端面形状を成して
いる。また、図１９中下側の開口部両端側から内側に向けて、接続ピン１０９、１１０が
突出・形成されている。
　そして、図２０に示すように、上記接続ピン１０９は上記上部側壁７３の枠材７９の軸
受部９５に回転可能に嵌合され、上記接続ピン１１０は上記上部側壁７５の枠材７９の軸
受部９５に回転可能に嵌合される。すなわち、上記チャンネルキャップ１０７は上記上部
側壁７３に対して回動可能であるとともに、上記下部側壁７５に対しても回動可能となっ
ており、上記チャンネルキャップ１０７と上記軸受部９５、９５とによって側壁ヒンジ機
構１１１が構成され、これにより、上記上部側壁７３と下部側壁７５とが回動可能に接続
される。
【００３３】
　また、上記上部側壁７３は、図９に示すように、天井３に対して回動可能に接続されて
いる。すなわち、既に述べたように、上記天井３の枠材１３の軸受部２７に、上記上部側
壁７３の枠材７７の接続ピン８７が回転可能に嵌合されて、ヒンジ機構８８が構成されて
いる。
　また、上記下部側壁７５は、図２１に示すように、床５と回動可能に接続されている。
すなわち、上記床５の枠材１３の軸受部２７に、上記下部側壁７５の枠材７７の接続ピン
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８７が回転可能に嵌合されて、ヒンジ機構８８が構成されている。
　以上が、側壁７の構成についての説明である。
【００３４】
　側壁９と側壁１１についても、前述した側壁７と同様の構成を成しており、図中同一部
分には同一符号を付して示しその説明を省略する。
　また、図８に示すように、上記側壁９は上記天井３の枠材１７と上記床５の枠材１９に
対して回動可能に接続されており、上記側壁１１は上記天井３の枠材１９と上記床５の枠
材１７に対して回動可能に接続されている。
　すなわち、図８に示すように、上記側壁９の上部側壁７３の枠材７７の接続ピン８７が
上記天井３の枠材１７の軸受部２７に回転可能に嵌合されてヒンジ機構８８が構成されて
いるとともに、上記側壁９の下部側壁７５の枠材７７の接続ピン８７が上記床５の枠材１
９の軸受部２７に回転可能に嵌合されてヒンジ機構８８が構成されている。また、上記側
壁１１の上部側壁７３の枠材７７の接続ピン８７が上記天井３の枠材１９の軸受部２７に
回転可能に嵌合されてヒンジ機構８８が構成されているとともに、上記側壁１１の下部側
壁７５の枠材７７の接続ピン８７が上記床５の枠材１７の軸受部２７に回転可能に嵌合さ
れてヒンジ機構８８が構成されている。
【００３５】
　また、図１～図５に示すように、天井３においては、枠材１３の両端面（図５中左右方
向両側の端面）が端面カバー１１２によって閉塞されており、枠材１７、１９の図１中右
側の端面もそれぞれ端面カバー１１２によって閉塞されている。上記端面カバー１１２に
は図示しない貫通孔が穿孔されており、上記端面カバー１１２は、この貫通孔を貫通し上
記枠材１３のボルト螺合部４１、４１に螺合されるボルト１１３、１１３によって上記枠
材１３に固定されている。また、上記枠材１７、１９に対する上記端面カバー１１２の固
定も、同様にして、ボルト１１３、１１３により行われている。
　また、床５においても、同様に、枠材１３、１７、１９に端面カバー１１２が固定され
ている。
【００３６】
　また、図３及び図５に示すように、側壁７においても、上部側壁７３の両端面（図５中
左右方向両側の端面）が端面カバー１１５によって閉塞されているとともに、下部側壁７
５の両端面（図５中左右方向両側の端面）も端面カバー１１５によって閉塞されている。
前述した端面カバー１１２と同様に、上記端面カバー１１５にも図示しない貫通孔が穿孔
されており、上記端面カバー１１５はこの貫通孔を貫通し上記上部側壁７３の枠材７７の
ボルト螺合部９３や枠材７９のボルト螺合部１０５に螺合されるボルト１１７、１１７に
よって固定されている。また、上記下部側壁７５に対する端面カバー１１５の固定も同様
に行われている。
　また、図３、図７に示すように、側壁９、１１の端面も、前述した側壁７と同様に、端
面カバー１１５によって閉塞されている。
【００３７】
　以上のような構成により、ユニット建屋１は、図２３に示すような起立させた状態、又
は、図２４に示すような折り畳んだ状態とすることができる。以下、詳細に説明する。
　側壁７、９、１１は、既に述べたように、上部側壁７３と下部側壁７５とが回動可能に
接続されているとともに、上記側壁７、９、１１を構成する上記上部側壁７３と天井３と
が回動可能に接続され、上記下部側壁７５と床５とが回動可能に接続されているため、図
２３中上下方向に折り曲げることができるようになっている。
【００３８】
　すなわち、上記側壁７、９、１１を上記ユニット建屋１の内側に向かって折り畳むこと
により上記天井３を上記床５に近接・移動させ、それによって、上記ユニット建屋１を図
２４に示すような折り畳んだ状態とすることができる。
　また、逆に、図２４に示すような折り畳んだ状態から、上記側壁７、９、１１を起立さ
せることにより上記天井３を上記床５から離間・移動させ、それによって、上記ユニット
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建屋１を図２３に示すような起立させた状態とすることができる。
【００３９】
　また、図２５は、図２３のユニット建屋１から端面カバー１１２、１１５を除去し、天
井３と上部側壁７３との接続部、上部側壁７３と下部側壁７５との接続部、及び、下部側
壁７５と床５との接続部を見易くしたものである。また、図２６は、図２４のユニット建
屋１から端面カバー１１２、１１５を除去し、天井３と上部側壁７３との接続部、上部側
壁７３と下部側壁７５との接続部、及び、下部側壁７５と床５との接続部を見易くしたも
のである。
　図２５や図２７に示すように、上記ユニット建屋１を起立させた状態では、上記上部側
壁７３の枠材７９のストッパ９９と上記下部側壁７５の枠材７９のストッパ９９とが当接
し、上記側壁７が上記ユニット建屋１の外側に向けて折れ曲がらないようにしている。側
壁９、１１についても同様の構成となっている。
【００４０】
　また、図２６や図２８に示すように、上記ユニット建屋１を折り畳んだ状態では、上記
側壁７は上記ユニット建屋１の内側に向けて折り畳まれ、上記上部側壁７３のパネル８１
と上記下部側壁７５のパネル８１とが当接した状態となっている。上記側壁９、１１につ
いても同様の構成となっている。
【００４１】
　また、図３、図４、及び、図７に示すように、上記側壁９や上記側壁１１は、上記ユニ
ット建屋１における上記側壁７が設置された側面に直交する一対の側面であって反側壁７
側に設置されている。そして、上記側壁７と上記側壁９との間には開口部１１９が設けら
れており、上記側壁７と上記側壁１１との間には開口部１２１が設けられている。この開
口部１１９、１２１と上記ユニット建屋１内の空間によって、上記側壁７が上記ユニット
建屋１の内側に折り畳まれる際に必要な空間が確保されている。
【００４２】
　また、図６や図８に示すように、上記ユニット建屋１の上記側壁７が設置された側面に
対向する側面には、側壁が設けられておらず、ここに開口部１２３が設けられている。こ
の開口部１２３と上記ユニット建屋１内の空間によって、上記側壁９、１１が上記ユニッ
ト建屋１の内側に折り畳まれる際に必要な空間が確保されている。
【００４３】
　また、上記ユニット建屋１は、図２９に示すように、折り畳まれた状態で、例えば、ト
ラック１２５の荷台１２７に複数個積み重ねられた状態で運搬される。また、上記ユニッ
ト建屋１が設置される際は、必要に応じて、床５の図２９中下側に基礎１２９が取り付け
られる。基礎１２９は、例えば、複数のアルミ製のフレーム材等を組み合わせた構造物で
ある。
【００４４】
　そして、上記ユニット建屋１が設置場所に設置される際は、図２９に示すように、上記
トラック１２５に備えられたクレーン１３１によって、上記荷台１２７から上記基礎１２
９が取り付けられて折り畳まれた状態となっているユニット建屋１を設置場所１３３に降
ろす。そして、上記クレーン１３１によって天井３を持ち上げ、上記ユニット建屋１を起
立させていく。
【００４５】
　また、上記ユニット建屋１を撤去する場合は、図３０、図３１に示すように、図示しな
いクレーン等によって、上記天井３を支えながら、側壁７、９、１１を上記ユニット建屋
１の内側に向けて折り畳み、これにより上記ユニット建屋１を徐々に折り畳んでいく。
【００４６】
　また、上記ユニット建屋１を起立させた状態においては、開口部１１９、１２１、１２
３のうちの少なくとも一つの開口部に、建具又は家具としての開口部ユニットを着脱可能
に嵌合・固定させる。この開口部ユニットが上記ユニット建屋１に嵌合・固定されること
で、上記側壁７、９、１１の折り畳みが規制され、上記ユニット建屋１は起立させた状態
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でより強固に固定される。
　上記開口部ユニットとしては、例えば、図３２に示すようなフレームユニット２０１が
ある。上記フレームユニット２０１は、四角形状の枠２０３から構成されている。
【００４７】
　上記フレームユニット２０１の上記ユニット建屋１に対する取り付けについて、詳細に
説明する。図３３（ａ）に示すように、上記フレームユニット２０１の側面側に全周にわ
たってパッキン２０７を巻回する。このパッキン２０７の図３３（ａ）中上側の端部が図
３３（ａ）中下側に屈曲されている。この状態で、上記フレームユニット２０１を、例え
ば、開口部１１９に嵌合させると、図３３（ｂ）に示すような状態となる。この状態にお
いて、上記フレームユニット２０１を図示しないボルトやクリップ等によって上記ユニッ
ト建屋１に固定する。
　また、このとき、上記パッキン２０７は、上記開口部１１９の内周面と上記フレームユ
ニット２０１の外周面との間に介挿されて、圧接された状態となっており、それによって
、必要な気密・液密状態を得ることができる。
　上記開口部１２１、１２３に対しても、同様にして上記フレームユニット２０１を取り
付けることができる。
【００４８】
　また、上記開口部１１９、１２１、１２３には、上記フレームユニット２０１以外の開
口部ユニットが着脱可能に嵌合・固定される場合がある。以下、その他の開口部ユニット
について説明する。
　図３４に示す開口部ユニットとしての全面ガラスユニット２０９は、枠２０３の内側に
板ガラス２１１を備えたものである。
【００４９】
　また、図３５に示す開口部ユニットとしての全面ガラス引戸ユニット２１３は、枠２０
３の内側に図３５中左右方向に移動可能な引戸２１５、２１５が備えられたものである。
　また、図３６に示す開口部ユニットとしての回転窓ユニット２１７は、枠２０３の内側
に、その図３６中左端を中心に回転可能に設けられた回転窓２１９がある。
【００５０】
　また、図３７に示す開口部ユニットとしての両引き窓ユニット２２１は、枠２０３内の
図３７中下側は、鎧戸２２３となっている。この鎧戸２２３は、傾斜された状態で設置さ
れた複数の鎧板２２５から構成されている。また、上記枠２０３の図３７中上側には、左
右に移動可能な引戸２２７、２２７が設置されている。
　また、図３８に示す開口部ユニットとしての突き出し窓ユニット２２９は、枠２０３内
の図３８中下側は、鎧戸２３１となっている。この鎧戸２３１は、傾斜された状態で設置
された複数の鎧板２３３によって構成されている。また、上記枠２０３の図３８中上側に
は、その図３８中上端側を回動可能にガラス窓２３５が設置されている。
【００５１】
　また、図３９に示す開口部ユニットとしての開きドアユニット２３７は、枠２０３内の
図３９（ａ）中左側は、鎧戸２３９となっている。この鎧戸２３９は、傾斜された状態で
設置された複数の鎧板２４１から構成されている。また、上記枠２０３の図３９（ａ）中
右側には、右端側を回動可能にドア２４３が設置されている。
　また、図４０に示す開口部ユニットとしての片引きドアユニット２４５は、枠２０３内
の図４０（ａ）中左側に固定された固定側ガラス戸２４７と、上記枠２０３内に図４０（
ａ）中左右方向に移動可能に設置された移動側ガラス戸２４９とから構成されている。
【００５２】
　また、図４１に示す開口部ユニットとしての収納ユニット２５１は、中空の略直方体形
状を成しており、図４１（ａ）中紙面垂直方向手前側が開口された箱体２５３と、この箱
体２５３の開口部に図４１（ａ）中左右方向に移動可能に設置された引戸２５５、２５５
とから構成される。上記収納ユニット２５１は、上記引戸２５５、２５５側を上記ユニッ
ト建屋１の内側に向けて上記ユニット建屋１に嵌合・固定され、上記箱体２５３内に図示
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しない収納物が収納される。
【００５３】
　また、図４２に示す開口部ユニットとしてのバスユニット２５７も、中空の略直方体形
状を成しており、まず、図４２（ａ）中紙面垂直方向両側が開口された本体２５９がある
。この本体２５９の図４２（ａ）中紙面垂直方向手前側の開口部の図４２（ａ）中右側及
び左側には鎧戸２６１、２６１が設置されている。この鎧戸２６１は、傾斜された状態で
設置された複数の鎧板２６３によって構成されている。また、上記鎧戸２６１、２６１の
間には、扉２６５が回動可能に設置されている。また、上記本体２５９の図４２（ａ）中
紙面垂直方向奥側の開口部は、図４２（ｃ）に示すように、図４２（ｃ）中下側には鎧戸
２６７が設置されている。この鎧戸２６７は、複数の鎧板２６９が傾斜された状態で設置
されることで構成されている。また、上記本体２５９の図４２（ａ）中紙面垂直方向奥側
の開口部の図４２（ｃ）中上側には、引戸２７１、２７１が図４２（ｃ）中左右方向に移
動可能に設置されている。
　また、上記バスユニット２５７内には、図４２（ｄ）に示すように、便器２７３、洗面
台２７５、浴槽２７７、カーテン２７９が設置されている。また、上記バスユニット２５
７は、上記扉２６５側を上記ユニット建屋１内部側に指向させて、上記ユニット建屋１に
嵌合・固定される。
【００５４】
　また、ユニット建屋１は単独で使用されるだけでなく、図４３～図４７に示すように、
複数のユニット建屋１が組み合わされて使用される場合もある。
　図４３には、３つのユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃを組み合わせた例が示されている。
これらユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃは、それぞれ既に述べたユニット建屋１と同様の構
成を成しているものであり、図中同一部分には同一符号を付して付しその説明を省略する
。
【００５５】
　この場合は、図４３（ａ）に示すように、上記ユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃを、開口
部１１９、１２１を介して連接した例を示すものであり、上記ユニット建屋１ａ、１ｂ、
１ｃは、図４３（ｂ）に示すように、幅方向（図４３（ｂ）中左上から右下に向かう方向
）に沿って配置・接続されている。すなわち、上記ユニット建屋１ａの開口部１２１と上
記ユニット建屋１ｂの開口部１１９とが接続されるとともに、上記ユニット建屋１ｂの開
口部１２１と上記ユニット建屋１ｃの開口部１１９とが接続されている。
【００５６】
　上記ユニット建屋１の開口部同士の接続部分は、例えば、図４４に示すような構成とな
っている。図４４には、上記ユニット建屋１ａの開口部１２１と上記ユニット建屋１ｂの
開口部１１９とが接続されている様子が示されている。
【００５７】
　図４４に示すように、上記ユニット建屋１ａの開口部１２１には、枠材２８７が既に述
べたフレームユニット２０１と同様に着脱可能に嵌合・固定されている。この枠材２８７
には、外側（図４４中右側）に向けて、蛇腹取付部２８８が突出・形成されている。また
、上記ユニット建屋１ｂの開口部１１９にも、枠材２８９が既に述べたフレームユニット
２０１と同様に着脱可能に嵌合・固定されている。この枠材２８９にも、外側（図４４中
左側）に向けて、蛇腹取付部２９０が突出・形成されている。そして、上記蛇腹取付部２
８８、２９０には蛇腹２９１が取り付けられており、上記枠材２８７、２８９間はこの蛇
腹２９１によって接続されている。
　また、上記ユニット建屋１ｂと上記ユニット建屋１ｃも同様の構成によって接続されて
いる。
　また、上記ユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃは、図４３（ｂ）に示すように、それぞれ、
既に説明した基礎１２９上に設置されている。
　なお、図４３（ｂ）では、上記蛇腹２９１を収縮させ、その図示を省略している。また
、上記枠材２８７の蛇腹取付部２８８や上記枠材２８９の蛇腹取付部２９０を外側（図４
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４中右側又は左側）に突出させずに形成することもできる。この場合には、建屋１ａ、１
ｂ、１ｃを密着させた状態で接続することができる。
【００５８】
　また、図４５にも、３つのユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃを組み合わせた例が示されて
いる。この場合は、図４５（ａ）に示すように、上記ユニット建屋１ａの右側面側（図４
５（ｂ）中右上側）の開口部１２３と上記ユニット建屋１ｂの背面側（図４５（ｂ）中左
下側）の開口部１２１とが接続されるとともに、上記ユニット建屋１ｂの右側面側（図４
５（ｂ）中左上側）の開口部１２３と上記ユニット建屋１ｃの正面側（図４５（ｂ）中右
下側）の開口部１１９とが接続されており、図４５（ｂ）に示すような屈曲された形状の
構造物が構成される。
【００５９】
　また、図４６にも、３つのユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃを組み合わせた例が示されて
いる。この場合は、図４６（ａ）に示すように、上記ユニット建屋１ａの開口部１２３と
上記ユニット建屋１ｂの開口部１２１とが接続されるとともに、上記ユニット建屋１ｂの
開口部１１９と上記ユニット建屋１ｂの開口部１２３とが接続されることで、図４６（ｂ
）に示すような逆Ｔ字型の構造物が構成される。
【００６０】
　また、図４７にも、３つのユニット建屋１ａ、１ｂ、１ｃを組み合わせた例が示されて
いる。この場合は、図４７（ａ）に示すように、上記ユニット建屋１ａの開口部１２３と
上記ユニット建屋１ｂの開口部１２３とが接続されるとともに、上記ユニット建屋１ｂの
開口部１１９と上記ユニット建屋１ｃの開口部１２３とが接続されることで、図４７（ｂ
）に示すような屈曲された形状の構造物が構成される。
　以上が、本実施の形態によるユニット建屋の構成についての説明である。
【００６１】
　次に、本実施の形態による作用について説明する。
　まず、本実施の形態によるユニット建屋１の起立・折り畳みの作用について説明する。
　上記ユニット建屋１は、図２３及び図２４に示すように、上記側壁７、９、１１を構成
する上部側壁７３と下部側壁７５を側壁ヒンジ機構１１１を介して回動させ、上記上部側
壁７３を上記天井３に対して回動させ、上記下部側壁７５を上記床５に対して回動させる
ことにより、起立させる（図２３に示す状態）、折り畳む（図２４に示す状態）ことがで
きる。
　また、上記ユニット建屋１は、起立させた状態において、４方の内の３方に側壁が自動
的に構築されるので、それによって、起立させた状態が安定・保持されることになる。さ
らに、開口部１１９、１２１、１２３の少なくとも何れか一つにフレームユニット２０１
等の開口部ユニットが嵌合・固定されることで、その起立させた状態が、より強固に固定
される。
　また、上記ユニット建屋１は、単独で使用されるだけではなく、複数のユニット建屋１
がその開口部１１９等を互いに接続することで、着脱可能に連結されて使用される。
【００６２】
　次に、本実施の形態によるユニット建屋１の設置や撤去について説明する。
　上記ユニット建屋１が設置される際は、例えば、図２９や図３０に示すように、必要に
応じて下側に基礎１２９が備えられる。また、上記ユニット建屋１は上記基礎１２９と一
体となった状態で折り畳まれ、複数の上記ユニット建屋１が重ねられた状態でトラック１
２５の荷台１２７に積載される。
【００６３】
　そして、上記ユニット建屋１は、上記トラック１２５によって設置場所１３３近傍まで
搬送され、上記トラック１２５のクレーン１３１によって上記荷台１２７から上記設置場
所１３３に折り畳まれた状態で設置される。
　その後、上記ユニット建屋１の天井３を上記クレーン１３１によって持ち上げ、上記ユ
ニット建屋１を起立させていく。上記ユニット建屋１は、起立させた状態において、４方
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の内の３方に側壁が自動的に構築されるので、それによって、起立させた状態が安定・保
持されることになる。また、上記ユニット建屋１が完全に起立した状態となったら、開口
部１１９、１２１、１２３の内の少なくとも一つにフレームユニット２０１等の開口部ユ
ニットを嵌合・固定させ、これにより上記ユニット建屋１を起立した状態で、より強固に
固定する。
【００６４】
　上記ユニット建屋１を設置場所１３３から撤去する場合は、図３０、図３１に示すよう
に、まず、上記ユニット建屋１からフレームユニット２０１等の開口部ユニットを除去す
る。次に、天井３をクレーン１３１によって吊り下げることで支持し、その状態で側壁ヒ
ンジ機構１１１を内側に向けて押圧しながら上記天井３を降下させていき、上記ユニット
建屋１を折り畳む。そして、折り畳まれた上記ユニット建屋１をトラック１２５の荷台１
２７上に載置する。
　以上が、本実施の形態による作用の説明である。
【００６５】
　次に、本実施の形態による効果について説明する。
　本実施の形態によるユニット建屋１は、天井３と床５との間の４方の内の３方に、側壁
７、９、１１を折り畳み可能な状態で設けたので、起立直後には、既に３方に側壁が構築
された状態にあり、よって、安定性が高くその後の各種作業の作業性を向上させることが
できる。
　また、開口部１１９、１２１、１２３の少なくとも何れか一箇所に開口部ユニットを嵌
合・固定するだけで、その安定性をさらに高めることができる。
【００６６】
　また、図３に示すように、上記ユニット建屋１の左側面（図３中左側の側面）には全面
に側壁７が配置されている。そして、図３に示すように、上記ユニット建屋１の正面（図
３中紙面垂直方向手前側の面）には、右側面側（図３中右側）に上記側壁９が設置されて
おり、左側面側（図３中左側）が開口部１１９となっているとともに、図７に示すように
、上記ユニット建屋１の背面（図７中紙面垂直方向奥側の面）には、右側面側（図７中右
側）に上記側壁１１が設置されており、左側面側（図７中左側）が開口部１２１となって
いる。また、図８に示すように、上記ユニット建屋１の右側面（図８中紙面垂直方向奥側
の面）は開口部１２３となっている。そのため、上記開口部１１９、１２１によって、上
記側壁７が折り畳まれる際に必要な空間を確保できるとともに、上記開口部１２３によっ
て、上記側壁９、１１が折り畳まれる際に必要な空間を確保できる。
【００６７】
　また、上記側壁７、９、１１は高さ方向において上部側壁７３と下部側壁７５に二分さ
れていて、これら上部側壁７３と下部側壁７５は、チャンネルキャップ１０７とこのチャ
ンネルキャップ１０７の両端に形成された接続ピン１０９、１１０が係合される軸受部９
５、９５とによるヒンジ機構１１１を介して折り畳み可能に連結されていて、かつ、上記
上部側壁７３は上記天井３に対してヒンジ機構８８を介して回動可能に連結されていると
ともに、上記下部側壁７５は上記床５に対してヒンジ機構８８を介して回動可能に連結さ
れているため、単純な構成により上記側壁７、９、１１の折り畳み機構を実現できる。
　また、上記側壁７、９、１１は高さ方向において上部側壁７３と下部側壁７５に二分さ
れているので、例えば、側壁７、９、１１が上下に二分されていなくて、その一端を介し
て全体が内側に収納されるようなタイプに比べると、上記側壁が折り畳まれる際に必要な
空間を小さくすることができる。
【００６８】
　また、上記ヒンジ機構８８は、上記天井３又は上記床５の枠材１３等に設けられた凹部
２９と、この凹部２９に係合され上記上部側壁７３又は上記下部側壁７５の枠材７７に設
けられた接続ピン８７とからなる単純な構成になっているので、構成の簡略化を図ること
ができる。
【００６９】
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　また、上記開口部１１９、１２１、１２３には、開口部ユニットとして、各種建具や家
具が着脱可能に嵌合・固定されるため、上記ユニット建屋１を様々な目的に用いることが
できる。
　また、本実施の形態によるユニット建屋同士は、上記開口部１１９、１２１、１２３を
介して互いに着脱可能に連結されるため、複数の上記ユニット建屋１を組み合わせること
で、所望の構造物を容易に構築することができる。
　以上が、本実施の形態による効果の説明である。
【００７０】
　本発明は、前述した一実施の形態に限定されない。
　例えば、ユニット建屋同士を組み合わせる個数には様々な場合が考えられ、２つのユニ
ット建屋を組み合わせる場合や４個以上のユニット建屋を組み合わせる場合も考えられる
。また、ユニット建屋の配置にもさまざまな場合が考えられる。
　また、各構成要素の材質、寸法等には、様々な場合が考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、ユニット建屋に係り、特に、４方の内の３方に折り畳み可能な側壁を配置す
ることにより、起立時における建屋の安定性を高め、それによって、起立させて建屋を構
築する作業、折り畳んで建屋を撤去する作業の容易化を図ることができるように工夫した
ものに関し、例えば、移動式の家屋に好適である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　ユニット建屋
　３　天井
　５　床
　７　側壁
　９　側壁
　１１　側壁
　８８　ヒンジ機構
　９５　軸受部
　９７　凹部
　１０７　チャンネルキャップ
　１０９　接続ピン
　１１０　接続ピン
　１１１　側壁ヒンジ機構
　１１９　開口部
　１２１　開口部
　１２３　開口部
　２０１　フレームユニット
　２０９　全面ガラスユニット
　２１３　全面ガラス引戸ユニット
　２１７　回転窓ユニット
　２２１　両引き窓ユニット
　２２９　突き出し窓ユニット
　２３７　開きドアユニット
　２４５　片引きドアユニット
　２５１　収納ユニット
　２５７　システムバスユニット
　１ａ　ユニット建屋
　１ｂ　ユニット建屋
　１ｃ　ユニット建屋
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